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第 18 回 定例農業委員会議事録 

 

 

 

令和７年１月６日（月）午後４時００分より、ＪＡにしみの中部支店３階大会議室

において、農業委員総会を開催した。 

会議の顛末は、次のとおりである。 

出席委員（１６名） 

１  中津 正三 ８  清水 峰幸  

２  佐竹 静 ９  林 新太郎 16  三輪 則夫 

３  棚橋 新一 10  髙橋 正彦  

４  岩井 豊太郎 11  高橋 滋 18  高橋 美和子 

５  森 千尋 12  下野 一郎  

６  吉田 和郎 13  田部 恵  

７  瀬 美穂 14  吉田 幹夫  

 

欠席委員（３名） 

15  桐山 文子 17  辻元 政博 19  岡本 敏美 

   

 

その他の出席者（５名） 

安藤事務局長 三浦課長 長谷川主事 

竹中事務局次長 堀主幹  

傍聴人 １名 

 

議案 

議案第６４０号 農地転用事業計画変更承認申請について 

議案第６４１号 土地現況確認申請について 

議案第６４２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第６４３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第６４４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

報告第１８号  農地法第４条、第５条の規定による届出関係、その他報告事項 

        について 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から、第 18回定例農業委員会を始めたいと思います。 

本日の議事録署名者に、２番 佐竹委員、１８番 髙橋 美和子委員

の両名の方にお願いしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 (「異議なし」の声) 

 

ご異議がないようですので、ご両名の方にお願いしたいと思います。 

では、ただ今から議案審議にはいります。 

 

議案第６４０号、農地転用事業計画変更承認申請について、を議題に

供します。事務局説明願います。 

 

議案第６４０号 農地転用事業計画変更承認申請について、説明させ

て頂きます。 

 

１件提案されております。 

当初事業者が、JR 東海新幹線盛土工事用進入路及び資材置場を目的と

して一時転用の許可を受けましたが、新たに事業者が請け負う工事箇所

が増えたことにより、工期を延長して賃貸借することとなったため、事

業計画変更の申請がなされたものでございます。 

 

１ページから２ページをご覧ください。 

１番、当初計画明細としまして、所在の欄の、①から２ページの⑱ま

での所在地の転用期間が、令和６年２月１日から令和７年１月３１日ま

ででございます。 

２ページの⑲につきましては、転用期間が、令和６年３月１日から令

和７年１月３１日まででございます。 

 

２、事業計画変更後明細をご覧ください。 

 ２ページから３ページにかけて、所在地一覧を記載させて頂いており

ますが、①から⑲までの、転用期間の終期について、令和８年３月３１

日まででございます。 

 

 以上の結果、再度、３ページの真ん中の表を見て頂きますと、今回の

変更は、賃貸借の対象の筆数、面積及び転用目的の変更はなく、賃貸借

期間のみ、当初計画から、１年１ケ月から１年２ケ月間延長するもので

ございます。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当該案件は、期間を延長しても、当初の転用始期から期間が３

年を超えるものではないため一時転用に該当し、また、賃貸人の⑮と⑰

の方につきまして、氏名が変わっておりますが、こちらは、相続による

変更であることを確認しております。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

         

-特になし- 

 

 ご意見もございませんようですので、原案どおり承認することに決

定してよろしいか。 

 (「異議なし」の声) 

 

それでは、原案どおり承認することにいたしまして、次に移らせてい

ただきます。 

 

議案第６４１号、土地現況確認申請について、を議題に供します。事

務局説明願います。 

 

議案第６４１号 土地現況確認申請について、説明させて頂きます。 

 

農地法の適用を受けない土地（農地法第２条第１項の農地）の現況確

認という形で、申請されたものです。 

平成２４年施行の「大垣市農地転用後の土地現況確認事務処理要綱」

に基づき、農振農用地区域以外の農地で、現況が農地又は採草放牧地で

なくなってから２０年経過したものであること、または、災害により農

地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地として復旧す

ることが困難であるものについては公的機関が発行する証明書等により

農地でない証明で対応できることとなっております。 

 

１番、田、６４９㎡で、一般個人住宅（庭・進入路）でございます。 

 

１番の申請地の農地の区分につきましては、概ね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断しま
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。当該地を含む一体利用地には、昭和５５年に建築された建物が現存

し、当該地にはこの建物に付随する庭と進入路があり、今日に至るまで、

農地性を喪失しております。 

このことは、平成８年撮影の国土地理院の航空写真、平成１８年、平

成２１年撮影の航空写真、及び令和２年度の固定資産課税台帳登録事項

証明書により、農地性を喪失してから２０年以上経過していたことが確

認できます。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

 

-特になし- 

ご意見もございませんようですので、原案どおり承認することに決定

してよろしいか。 

 

(「異議なし」の声) 

 

それでは、原案どおり承認することにいたしまして、次に移らせてい

ただきます。 

 

議案第６４２号、農地法第３条の規定による許可申請について、を議

題に供します。事務局説明願います。 

 

議案第６４２号 農地法第３条の規定による許可申請について、説明

させて頂きます。 

 

７件提案されております。今回、提案されております申請はいずれも、

農地法に規定する不許可基準に抵触しないものであると判断しておりま

す。 

 

１番、使用貸借権によります、田、２，５２５㎡で、ございます。取

得後は水稲の栽培が行われる予定です。取得後は効率的に利用

されるものと認められます。 

 

４ページをお願いします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番、所有権移転によります、田、３５４㎡で、ございます。取得後

は水稲の栽培が行われる予定です。取得後は効率的に利用され

るものと認められます。 

 

３番、所有権移転によります、田、３筆合わせて、７７２㎡で、ござ

います。取得後は水稲の栽培が行われる予定です。取得後は効

率的に利用されるものと認められます。 

 

４番、所有権移転によります、畑、田、２筆合わせて、１，０９９㎡

で、ございます。取得後は野菜及び水稲の栽培が行われる予定

です。取得後は効率的に利用されるものと認められます。 

 

５番、所有権移転によります、畑、２４１㎡で、ございます。取得後

は野菜の栽培が行われる予定です。取得後は効率的に利用され

るものと認められます。 

 

６番、所有権移転によります、田、１８８㎡で、ございます。取得後

は水稲の栽培が行われる予定です。取得後は効率的に利用され

るものと認められます。 

 

７番、所有権移転によります、畑、１９４㎡で、ございます。取得後

は野菜の栽培が行われる予定です。取得後は効率的に利用され

るものと認められます。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

         

-特になし- 

 

 ご意見もございませんようですので、原案どおり承認することに決

定してよろしいか。 

 (「異議なし」の声) 

 

それでは、原案どおり承認することにいたしまして、次に移らせてい

ただきます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６４３号 農地法４条の規定による許可申請について、を議題

に供します。事務局説明願います。 

 

議案第６４３号 農地法第４条関係申請明細について、説明させて頂

きます。 

 

農地法第４条関係申請明細につきましては、１件提案されております。 

 

１番、畑、田、２筆合わせて、６２㎡で、一般個人住宅ございます。 

農地の区分は、住宅若しくは事業の用に供する施設が連たん 

する区域内にある農地であり、第３種農地と判断します。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

         

-特になし- 

 

 ご意見もございませんようですので、原案どおり承認することに決

定してよろしいか。 

 

(「異議なし」の声) 

 

それでは、原案どおり承認することにいたしまして、次に移らせてい

ただきます。 

 

議案第６４４号 農地法５条の規定による許可申請について、を議題

に供します。事務局説明願います。 

 

議案第６４４号 農地法第５条関係申請明細について、説明させて頂

きます。 

 

 ５ページをお願いします。 

 

農地法第５条関係申請明細につきましては、３件提案されております。 

 

１番、所有権移転によります、畑、２筆合わせて、１４１㎡で、一般
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

個人住宅（倉庫・庭）場でございます。農地の区分は、住宅若

しくは事業の用に供する施設が連たんする区域内にある農地

であり、第３種農地と判断します。 

 

２番、所有権移転によります、田、３筆合わせて、２，１５５㎡で、 

建築材料製造業工場でございます。農地の区分は、住宅若しく 

は事業の用に供する施設が連たんする区域内にある農地であ 

り、第３種農地と判断します。 

 

３番、賃貸借権によります、田、１，８０４㎡のうち、５９９㎡で、 

調剤薬局でございます。農地の区分は、上下水管が埋設され 

ている４ｍ以上の道路の沿道の区域であって、５００ｍ以内 

に２以上の医療施設その他の公共施設が存在する区域内にあ 

る農地であり、第３種農地と判断します。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

         

-特になし- 

 

 ご意見もございませんようですので、原案どおり承認することに決

定してよろしいか。 

 

(「異議なし」の声) 

 

それでは、原案どおり承認することにいたしまして、次に移らせてい

ただきます。 

 

報告第１８号農地法第４条、第５条の規定による届出関係、その他報

告事項について、事務局より報告願います。 

 

報告第１８号農地法第４条、第５条の規定による届出関係、その他報

告事項について、説明させていただきます。 

 

事務局長専決により、専決処分しました案件について、ご報告させて

頂きます。 
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農地法第４条関係届出明細については、３件申請されています。 

 

 １番、田、畑、２筆合わせて、１６８．６６㎡で、一般個人住宅で

ございます。 

２番、田、７６８㎡で、一般個人住宅でございます。 

３番、田、６６３㎡のうち、６３㎡で、貸駐車場でございます。 

 

６ページをお願いします。 

 

農地法第５条関係届出明細については、１７件申請されています。 

 

４番、所有権移転によります、宅地（現況：畑）、１５９．９８㎡で、

一般個人住宅でございます。 

５番、所有権移転によります、畑、２筆合わせて、３９８㎡で、宅地

分譲でございます。 

６番、所有権移転によります、田、１８５㎡で、宅地造成でございま

す。 

７番、所有権移転によります、田、５８２㎡で、宅地分譲でござい 

ます。 

８番、所有権移転によります、畑、１８９㎡で、一般個人住宅でご 

ざいます。 

９番、所有権移転によります、田、８９２㎡で、宅地分譲でござい 

ます。 

１０番、所有権移転によります、畑、２５７㎡で、分譲住宅でござい 

ます。 

１１番、所有権移転によります、田、２１９㎡で、一般個人住宅でご 

ざいます。 

 

７ページをお願いします。 

 

１２番、所有権移転によります、田、２筆合わせて、１９９㎡で、 

    一般個人住宅でございます。 

１３番、所有権移転によります、畑、５８５㎡で、宅地分譲でご 

ざいます。 

１４番、所有権移転によります、畑、２６８㎡で、一般個人住宅でご 

ざいます。 
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１５番、所有権移転によります、田、１８１㎡で、一般個人住宅でご 

ざいます。 

１６番、所有権移転によります、畑、１６３㎡で、一般個人住宅（駐 

車場）でございます。 

１７番、所有権移転によります、田、９９１㎡で、宅地分譲でござい 

ます。 

１８番、所有権移転によります、田、１９０㎡で、貸駐車場でござい 

ます。 

 

８ページをお願いします。 

 

１９番、所有権移転によります、田、２８４㎡で、一般個人住宅でご 

ざいます。 

２０番、所有権移転によります、宅地（現況：畑）、２筆合わせて、

５８５．０５㎡で、宅地分譲でございます。 

 

続きまして、農地の相続税納税猶予制度に係る継続証明願について、

説明させていただきます。 

農地の相続税納税猶予制度に係る継続証明願については、９件申請さ

れています。 

３年毎に納税猶予の継続届出書を税務署に提出することとなっており

ますので、継続証明願いが申請されているものです。 

申請されております方について、農地の現在の管理状況を確認致しま

したところ、適正に管理され、引き続き耕作が行われる見込みのある方

でございます。 

 

２１番、田、畑、１４筆合わせて、１５，４１３㎡でございます。 

２２番、田、畑、４筆合わせて、２，４８４㎡でございます。 

 

９ページをお願いします。 

 

２３番、田、１１筆合わせて、１，９５５．８９㎡でございます。 

２４番、田、畑、７筆合わせて、１，４９２．４７㎡でございます。 

２５番、田、２筆合わせて、１，６３５㎡でございます。 

２６番、田、３筆合わせて、５，２１０㎡でございます。 

２７番、田、畑、４筆合わせて、１，８８６㎡でございます。 

２８番、田、畑、４筆合わせて、１，８８６㎡でございます。 
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２９番、田、２筆合わせて、１，４８０㎡でございます。 

 

続きまして、農地法第３条の３第１項の規定による届出明細について、

説明させていただきます。 

 

１０ページをお願いします。 

 

農地法第３条の３第１項の規定による届出明細については、３５件届

出されています。 

農地法の改正に伴い、相続などによる権利取得については、農地法の

許可を要しない代わりに、権利取得者が農業委員会に届出をしなければ

ならず、届出がなされたものでございます。 

（相続、包括及び特定遺贈、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割） 

 

３０番、田、畑、９筆合わせて、８，６１７㎡でございます。 

３１番、畑、田、１４筆合わせて、２，９９２．４２㎡でございま 

す。 

３２番、田、１，０５０㎡でございます。 

３３番、田、畑、９筆合わせて、５，５１５㎡でございます。 

 

１１ページをお願いします。 

 

３４番、田、畑、３筆合わせて、３３５㎡でございます。 

３５番、田、畑、１３筆合わせて、４，８６１㎡でございます。 

３６番、田、畑、４筆合わせて、２，８４８㎡でございます。 

３７番、田、畑、５筆合わせて、３，４９５㎡でございます。 

３８番、田、５０１㎡でございます。 

 

１２ページをお願いします。 

 

３９番、田、畑、１０筆合わせて、４，９８３㎡でございます。 

４０番、田、１，５２２㎡でございます。 

４１番、田、５筆合わせて、１，２８３㎡でございます。 

４２番、田、７筆合わせて、４，４５５㎡でございます。 

４３番、田、２筆合わせて、５４５㎡でございます。 

４４番、田、５筆合わせて、２，９４７㎡でございます。 

４５番、田、２筆合わせて、４６９㎡でございます。 
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１３ページをお願いします。 

 

４６番、田、畑、７筆合わせて、２，１９１㎡でございます。 

４７番、田、５筆合わせて、３，９０３㎡でございます。 

４８番、田、２筆合わせて、１，７１８㎡でございます。 

４９番、田、畑、１４筆合わせて、７，１５２㎡でございます。 

５０番、田、５４５㎡でございます。 

 

１４ページをお願いします。 

 

５１番、畑、田、９筆合わせて、１，４１１㎡でございます。 

５２番、田、畑、８筆合わせて、３，４２８．８３㎡でございます。 

５３番、田、畑、８筆合わせて、１１，８７４㎡でございます。 

５４番、田、４９８㎡でございます。 

５５番、田、８０５㎡でございます。 

５６番、田、２筆合わせて、１，５６０㎡でございます。 

 

１５ページをお願いします。 

 

５７番、田、３筆合わせて、１，７７７㎡でございます。 

５８番、田、宅地（現況：田）、畑、７筆合わせて、 

１，５８２．９８㎡でございます。 

５９番、畑、田、１８筆合わせて、７，３４６㎡でございます。 

６０番、田、５筆合わせて、３，０２６㎡でございます。 

 

１６ページをお願いします。 

 

６１番、畑、田、１９筆合わせて、１６，１２１㎡でございます。 

６２番、田、８２６㎡でございます。 

６３番、原野（現況:畑）、４００㎡でございます。 

 

１７ページをお願いします。 

６４番、畑、田、１８筆合わせて、３，３４３㎡でございます。 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

 

          (「なし」の声) 

 

ただいま報告いたしましたとおり、専決処分をさせていただきました

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

これをもちまして、本日の農業委員会を終わらせていただきます。 

 

午後４時２５分閉会 
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